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「
始
建
園
天
鳳
三
年
嘗
食
者
案
」

|
|
漢
代
の
「
案
」
の
語
義
を
中
心
に
|
|

加
書
の
考
察

景島

飼

自
国

男

は

じ

め

に

一
「
蛍
食
者
案
」
加
害
の
解
緯

二
「
卒
物
故
案
」
と
「
功
労
案
」

三
文
書
簡
に
見
ら
れ
る
「
案
」

四
文
献
に
見
ら
れ
る
「
案
」

結
び
に
か
え
て
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は

じ

め

近
年
、
相
衣
ぐ
考
古
事
の
成
果
に
伴
っ
て
筒
臆
史
料
も
飛
躍
的
な
増
加
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
連
雲
港
市
の
者
ノ
轡
漢
簡
の
上
計
に
闘
す
る
筒

膿
の
正
式
報
告
が
間
近
に
迫
っ
て
お
り
、
一
九
九
九
年
に
は
甘
粛
省
麻
泉
置
遺
跡
に
つ
い
て
大
部
の
正
式
報
告
が
出
さ
れ
る
と
い
う
。
更
に

は
、
三
園
孫
呉
政
権
の
帳
簿
関
係
を
始
め
と
し
た
約
九
高
枚
の
筒
膿
が
、
長
沙
市
走
馬
棲
遺
跡
か
ら
護
見
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
新

史
料
を
待
つ
聞
に
、
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
居
延
・
敦
爆
の
漢
簡
を
用
い
て
、
漢
代
の
常
用
語
に
劃
す
る
一
定
の
解
揮
と
現
段
階
ま
で
の
考
謹

の
限
界
を
、
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
本
稿
で
は
、
新
奮
居
延
漢
簡
の
中
の
「
案
」
と
記
さ
れ
た
表
題
簡
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
漢
代
行
政
貫
務
の
中
で



如
何
に
取
り
扱
わ
れ
た
の
か
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
日
一
般
に
「
案
」
と
は
草
案
・
原
案
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
特
に
「
嘗
食
者
案
」
を
検
討
し
た
結
果
、
従
来
ま
で
の
「
案
」
に
つ
い
て
の
解
寝
(
素
案
|
物
事
を
行
う
に
嘗
っ
て
強
め
用
意
さ
れ
た
案
l
〉

に
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
漢
衡
中
に
見
ら
れ
る
「
卒
物
故
案
」

「
功
第
案
」
や
文
書
簡
の
記
載
に
登
場
す
る
「
案
」
、

文
献
史
料
に

見
ら
れ
る
「
案
」
の
用
例
を
検
討
し
、
「
嘗
食
者
案
」
か
ら
得
ら
れ
た
解
揮
を
順
次
検
謹
し
て
ゆ
き
た
い
。
向
、
漢
簡
の
中
に
は
「
案
」
そ
の

も
の
の
用
例
が
少
な
く
、
い
き
お
い
憶
測
や
傍
謹
に
よ
っ
て
論
を
準
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
議
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

き
て
「
案
」
の
字
に
つ
い
て
、
『
説
文
解
字
』
は
器
物
名
詞
と
し
て
案
を
説
明
し
、
『
A

一
品
就
章
』
も
「
楕
仔
繋
案
栢
問
担
」
と
器
物
を
連
ね
、

(

1

)

 

顔
師
古
は
「
足
無
き
を
襲
、
足
有
る
を
案
と
い
う
」
と
注
し
て
い
る
。
動
詞
と
し
て
は
、
漢
簡
の
上
申
文
書
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
謹
ん
で

文
書
を
案
ず
る
に
」
と
い
う
常
用
語
や
、
文
献
に
散
見
す
る
「
案
験
」
「
案
行
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
調
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
専
ら
用
い
ら

れ
て
い
る
。
書
膿
を
表
わ
す
名
詞
と
し
て
は
、
明
の
張
自
烈
の
撰
し
た
『
正
字
通
』
辰
集
木
部
に
、

「
官
府
輿
除
の
成
例
及
び
獄
訟
の
論
定
す

(
2〉

る
を
亦
案
と
い
う
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
古
い
が
、
そ
れ
よ
り
先
の
音
書
劉
輿
俸
に
「
文
案
」
の
例
が
見
ら
れ
、
惰
唐
に
な
る
と
文
案
書
膿
と
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し
て
の
用
例
が
培
え
て
く
る
。

(

3

)

 

官
府
の
書
類
は
低
い
足
が
附
け
ら
れ
た
机
案
の
上
に
載
せ
ら
れ
る
習
慣
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
習
慣
か
ら
書
膿
を

載
せ
る
蓋
を
指
す
名
詞
「
案
」
が
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
書
臆
を
意
味
す
る
言
葉
に
轄
用
襲
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
中
に
は

「
案
」
に
罰
し
て
、
書
臆
と
書
臆
を
載
せ
た
蓋
と
い
う
こ
遁
り
の
注
穫
が
並
記
さ
れ
た
箇
所
を
、
二
、
三
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
先
の

古
来
中
園
で
は
、

語
義
の
轄
用
が
、
注
揮
者
の
時
代
に
お
い
て
既
に
一
般
化
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
生
じ
た
解
揮
の
相
違
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

書
膿
と
し
て
の
語
義
を
い
ま
少
し
限
定
し
た
、

(

4

)

 

統
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
濁
自
の
使
用
法
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
設
に
従
え
ば
、
従
来
ま
で
の
「
嘗
食
者
案
」
に
劃
す
る
解
揮
は
私
自
身
を
も
含

め
て
、
字
面
か
ら
思
い
が
け
な
く
も
日
本
的
な
解
揮
に
陥
っ
て
い
た
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
試
み
る
考
察
は
、
ま
さ
に

こ
の
黙
の
是
正
に
あ
る
。

所
謂
「
草
案
・
原
案
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
射
し
て
は
、

白
川
静
氏
の
『
字
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「
嘗
食
者
案
」
加
書
の
解
穣

(1) 

従
衆
ま
で
の
解
穣

漫
境
地
域
に
配
備
さ
れ
て
い
た
成
卒
と
官
吏
の
生
活
は
、
糧
食
、
奉
銭
、
被
服
、
被
兵
な
ど
の
支
給
シ
ス
テ
ム
が
、
日
常
的
に
運
営
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
運
営
吠
況
は
、
主
に
漢
簡
の
帳
簿
と
名
籍
に
よ
っ
て
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
競

じ
紐
の
切
れ
た
そ
れ
ら
籍
帳
簡
は
、
書
式
が
単
純
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
記
載
事
項
も
相
互
に
類
似
し
て
い
る
た
め
に
、
事
項
別
に
糧
食
、

奉
銭
、
被
服
、
被
兵
な
ど
大
ま
か
な
分
類
は
で
き
て
も
、
帳
簿
や
名
籍
の
表
題
が
-
記
さ
れ
る
筒
(
以
下
本
稿
で
は
表
題
簡
と
稽
す
る
)
と
、

数
量

や
内
容
を
記
し
た
個
々
の
簿
録
や
名
籍
と
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
難
し
い
微
妙
な
考
誼
を
要
す
る
。

(
A
8
 
図
版

一
七
八
)
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本
節
で
取
り
上
げ
る
「
嘗
食
者
案
」
と
は
、
居
延
漢
簡
の
糧
食
支
給
シ
ス
テ
ム
に
関
係
す
る
も
の
で
、
居
延
漢
簡
で
は
、
嘗
簡
の
一
三
ニ
・
九

-
甲
渠
候
官
建
昭
三
年
十
月
嘗
食
案
及
穀
出
入
簿

を
含
め
て
三
枚
の
表
題
簡
が
あ
る
。

表
題
に
は
「
蛍
食
案
」
と
「
嘗
食
者
案
」
と
記
さ
れ
た
二
種
類
の
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
同
じ
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

表
題
に
記
さ
れ
る
語
句
は
「
嘗
に
食
(
を
支
給
)
さ
れ
る
べ
き
(
者
)
の
案
」
と
簿
讃
し
、
現
在
も
異
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
居

延
地
域
に
お
け
る
食
糧
支
給
シ
ス
テ
ム
の
全
韓
像
が
把
握
で
き
な
い
た
め
に
、

の
樫
文
か
ら
簿
録
の
書
式
を
類
推
し
て
、

「
嘗
食
者
案
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
で
き
ず
、

や
む
な
く
表
題

「
毎
月
の
食
糧
支
給
に
あ
た

っ
て
作
成
さ
れ
る
、
吏
卒
名
の
記
さ
れ
た
食
糧
支
給
蓋
帳
」
様
の
も
の

を
想
定
し
て
き
た
。
永
田
英
正
氏
は
、
隠
長
と
成
卒
名
及
び
穀
物
の
支
給
量
が
記
さ
れ
た

:
:
:
貌
羽
取
)
卒
口
常
五
月
食
粟
三
石
三
H

.・・・・取〉

第
四
照
長
・
・
・
・



斗
三
升
〈
四
月
笑
未
貌
羽
取
)

一
八

0
・
二
+
三
(
圃
版
一
三
八
)

の
よ
う
な
書
式
の
簡
に
定
め
て
い
る
。
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

〆"'

)
内
の
別
筆
記
事
を
受
領
記
録
と
見
な
し
て
、
別
筆
が
記
さ
れ
る
以
前
の

こ
の
よ
う
な
衡
を
「
嘗
食
者
案
」
、
別
筆
に
よ
る
受
領
記
録
が
記
さ
れ
た
場
合
に
は
「
嘗
食
者
案
」
が

(

5

)

 

を
示
さ
れ
た
。

「
穀
出
入
簿
」

に
襲
わ
る
と
い
う
考
え

こ
れ
に
射
し
て
冨
谷
至
氏
は
「
漢
代
穀
倉
制
度
l
エ
チ
ナ
川
流
域
の
食
料
支
給
よ
り
|
」
に
お
い
て
、
煩
雑
な
糧
食
関
係
帳
簿
簡
の
整
理
を

試
み
、
居
延
地
域
で
の
穀
物
支
給
に
闘
す
る
シ
ス
テ
ム
の
瞳
系
化
に
取
り
組
ま
れ
た
。
そ
こ
で
は
永
田
読
の
特
徴
で
あ
る
、
受
領
記
録
が
加
筆

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
籍
が
帳
簿
に
饗
化
す
る
と
い
う
黙
に
異
議
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
冨
谷
氏
は
「
嘗
食
者
案
」
と
は
、
食
糧
支
給
機
関

(
6〉

〈
居
延
地
域
で
は
候
官
〉
で
作
成
し
た
、
各
吏
卒
へ
支
給
す
べ
き
食
糧
の
積
算
を
記
し
た
帳
簿
で
あ
る
と
読
く
。
氏
の
考
え
る
食
糧
支
給
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
氏
の
論
考
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
候
官
管
轄
下
の
各
部
か
ら
迭
ら
れ
て
く

る

「
康
名
籍
」
(
所
属
隠
と
吏
卒
名
の
み
が
記
載
〉
に
も
と

ε
つ
い
て
、
支
給
す
べ
き
食
糧
の
積
算
を
「
嘗
食
者
案
」
に
記
し
、
こ
の
案
に
従
っ
て
候

官
で
は
食
糧
を
各
部
に
支
給
す
る
。
「
穀
出
入
簿
」
と
は
こ
の
穀
物
の
出
入
り
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
支
給
が
行
わ
れ
た
後
に
「
康
某
月
食

(
康
名
籍
に
個
別
支
給
量
の
記
載
が
加
え
ら
れ
た
、
言
わ
ば
受
領
書
に
あ
た
る
も
の
)
が
、
各
部
か
ら
提
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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名
籍
」食

糧
関
係
の
各
種
帳
簿
・
名
籍
の
つ
な
が
り
を
、
支
給
穀
物
の
流
れ
ま
で
考
慮
し
て
整
理
さ
れ
た
氏
の
説
明
は
、
非
常
に
明
解
で
大
筋
に
お

「
嘗
食
者
案
」
の
理
解
に
つ
い
て
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

部
倉
〉
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
「
嘗
食
者
案
」
と
「
穀
出
入
簿
」
と
の
聞
に
は
、

い
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
が
、

卑
見
で
は
、

食
糧
支
給
機
関
(
候
官
や

氏
の
読
で
は
内
容
的
に
重
複
し
た
部
分
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う

「
嘗
食
者
案
」
は
通
常
の
食
糧
支
給
シ
ス
テ
ム
の
枠
内
に
嘗
て
は
め
る
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
氏
は
後
述
す
る

居
延
新
簡
の
「
三
十
井
候
官
始
建
園
天
鳳
三
年
三
月
量
六
月
賞
食
者
案
」
に
つ
い
て
、

A
8
甲
渠
候
官
祉
か
ら
三
十
井
候
官
の
嘗
食
者
案
が
護

に
思
わ
れ
、

469 

見
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
不
自
然
さ
を
理
由
に
、
敢
え
て
主
た
る
考
察
の
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
、
注
に
お
い
て
慎
重
な
る
意
見
を
述
べ
ら
れ
て
い

(
7〉

る
。
そ
の
た
め
「
嘗
食
者
案
」
の
解
樺
は
、
表
題
簡
に
「
嘗
食
者
案
及
穀
出
入
簿
」
と
並
記
さ
れ
る
例
に
沿
っ
て
、
穀
出
入
簿
と
の
関
係
の
中
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で
試
み
ら
れ
た
結
果
、
遁
常
の
食
糧
支
給
シ
ス
テ
ム
の
中
に
「
嘗
食
者
案
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(2) 

コ
二
十
井
候
官
始
建
園
天
鳳
三
年
三
月
童
六
月
嘗
食
者
案
」
加
書
の
稗
讃

居
延
新
簡
中
に

E
P
T
六
八
・
一
九
四
j
二
O
七
ま
で
の
左
記
の
如
き
一
四
枚
の
簡
が
、
一
つ
の
加
書
と
し
て
復
元
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は

『
居
延
新
筒
』
の
樟
讃
捨
嘗
者
も
気
附
い
て
い
た
よ
う
で
、
報
告
書
の
中
で
既
に
一
連
の
番
競
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。

同
始
建
園
天
鳳
三
年
六
月
甲
申
朔
丁
酉
、
三
十
井
郡
候
習
敢
言
之
。
謹
移
三
月
壷
六
月
嘗
食

者
案
、
敢
言
之
。

制
-
三
十
井
候
官
始
建
圏
天
鳳
三
年
三
月
蓋
六
月
雷
食
者
案

ω三
月
徐
氏
卒
二
十
一
人

ω出
成
卒
二
十
一
人

納
入
成
卒
十
九
人

ω出
成
卒
十
九
人

間
人
民
卒
三
十
一
人

ω出
成
卒
三
十
一
人

ω入
成
卒
黍
人

ω出
成
卒
奈
人

ω入
成
卒
二
十
八
人

山
出
成
卒
二
十
八
人

同
・
凡
成
卒
百
一
十
六
人

月
壷
六
月
積
六
十
三
月
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月
二
十
日
童
六
月
晦
滅
積
三
十
九
月

月
六
月
積
五
十
奈
月

三
月
童
五
月
一
一
一
目
減
積
二
十
月
二
十
泰
日

月
童
六
月
積
百
二
十
三
月

三
月
童
五
月
三
日
減
積
三
十
一
月

三
月
量
五
月
三
日
積
二
十
一
月

三
月
童
五
月
三
日
減
積
奈
月
口
口

月
童
六
月
積
八
十
三
月

月
童
五
月
晦
減
積
五
十
六
月

一
戸
一
月
量
六
月
定
積
百
泰
十
三
月
五
日



同
-
三
十
井
侯
官
始
建
園
天
鳳
三
年
三
月
壷
六
月
嘗
食
者
案

こ
れ
ら
一
四
枚
の
内
、
制
は
所
調
迭
り
肢
と
呼
ば
れ
る
、途
付
文
書
で
あ
り
、
制

t
同
ま
で
が
嘗
食
者
案
で
あ
る
。
迭
り
肢
に
よ
れ
ば
、
こ
の

加
書
は
三
十
井
候
官
か
ら
甲
渠
候
官
へ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
出
土
地
が

A
8
破
域
子
で
あ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の

加
書
は
篤
し
で
は
な
く
、
送
付
さ
れ
て
き
た
嘗
食
者
案
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
嘗
食
者
案
は
迭
り
肢
の
干
支
か
ら
六
月
十
四
日

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
三
カ
月
聞
に
つ
い
て
の
穀
物
の
出
納
吠
況
を
記
し
て
い
る
。
簿
録
は
制
仙
、
倒
的
、
と
い
う
よ
う
に
出

に
護
送
さ
れ
、

入
二
枚
で
封
臆
し
て
お
り
、
制
で
は
成
卒
十
九
人
用
に
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
三
カ
月
分
の
穀
物
の
搬
入
量
が
日
敷
を
単
位
に
書
か
れ
、

ωで

は
そ
の
成
卒
十
九
人
に
劃
し
て
、
賞
際
に
は
四
月
一
カ
月
と
五
月
の
三
日
ま
で
の
分
が
支
出
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
減
積
と
は
(
一
九
人

×
一
月
分
+
十
九
人
×
五
月
の
一
一
一
日
間
分
〉
の
計
算
を
行
い
、

一
月
を
三

O
日
と
し
て
数
え
て
算
出
さ
れ
る
貫
搬
出
量
〈
卒
の
消
費
量
)
を
示

し
て
い
る
。
同
様
な
形
式
で
三
カ
月
間
合
計
五
度
に
及
ぶ
成
卒
用
穀
物
の
出
納
が
記
録
さ
れ
、
帳
尻
の
役
割
を
果
た
す
筒
付
に
は
、
上
段
に
成

卒
の
延
べ
人
敷
を
、
下
段
に
搬
入
量
の
合
計
三
四
八
カ
月
分
か
ら
各
減
積
分
の
合
計
を
差
し
引
い
た
穀
物
残
量
一
七
三
月
と
五
日
分
が
記
さ
れ

(

8

)

 

て
い
る
。
帥
に
見
ら
れ
る
定
積
の
「
定
」
は
、
李
均
明
氏
の
設
に
従
っ
て
、

「
事
後
の
結
果
得
ら
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
」
語
句
と
解
す
べ
き
も

- 39ー

の
で
、
帳
尻
簡
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
。

さ
て
、

注
意
す
べ
き
離
が
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
嘗
食
者
案
に
は
、

誤
り
が
そ
の
ま
ま
蔑
さ
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
誤
り
は
ニ
カ
所
あ
り
、

一
つ
は

ωの
減
積
に
は
五
月
の
三
日
間
延
べ
一
二
三
日
分
の
記
録
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と
、

い
ま
一
つ
は

ωの
搬

入
量
の
記
載
が
三
月
童
六
月
と
書
か
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
搬
出
の
記
録
と
同
様
に
三
月
童
五
月
三
日
と
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

ωの
成
卒
一
二
三
日
分
の
記
入
漏
れ
は
、
肺
の
帳
尻
簡
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
差
し
引
き
が
信
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
嘗
食
者
案
に

よ
る
報
告
は
嘗
時
で
も
承
認
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
記
載
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
の
嘗
食
者
案
を
特
別
視
す
る
必
要
は
な

る
。
特
に
、

く
、
出
土
地
の
疑
問
さ
え
解
け
れ
ば
、
案
の
書
式
自
瞳
は
信
用
に
値
す
る
と
考
え
る
。
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で
は
、
最
大
の
疑
問
貼
で
あ
る
三
十
井
候
官
か
ら
甲
渠
侯
官
へ
迭
ら
れ
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
論
を
進
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め
る
都
合
上
、
ま
ず
案
に
記
載
さ
れ
た
成
卒
に
つ
い
て
項
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

(3) 

案
の
記
載
事
項
に
つ
い
て

問
題
の
「
嘗
食
者
案
」
の
記
載
に
は
、
三
カ
月
の
聞
に
五
回
の
複
数
成
卒
に
関
す
る
穀
物
の
出
し
入
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
支
出
の
日
附
や

人
数
の
記
載
を
見
る
と
、

二
一
人
で
四
月
二
十
日
か
ら
六
月
末
ま
で
の
も
の
や
、
十
九
人
で
四
月
朔
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
の
も
の
な
ど
、

群
の
記
録
に
は
人
数
、
期
間
と
も
に
規
則
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
各
障
に
配
備
さ
れ
る
吏
卒
に
は
定
員
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
バ
ラ
バ
ラ

な
成
卒
の
記
録
に
は
陵
を
皐
位
と
し
た
動
き
が
感
じ
ら
れ
ず
、
臨
時
的
な
成
卒
の
動
き
に
伴
う
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
想
起
さ

れ
る
事
項
と
し
て
、

-
最
省
卒
十
六
人

見
卒
二
人

二
三
四

・
九

- 40ー

誠
北
部
省
卒
寛
野
等
八
人
、
廼
乙
丑
日
食
到
部

E
P
T
五
二

・
三
七
九

と
い
う
よ
う
な

「省
卒
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
い
。

(

9

)

 

漢
簡
に
は
成
卒
が
所
属
の
障
を
一
時
的
に
離
れ
、
他
の
官
署
に
赴
い
て
作
業
を
行
う
例
が
「
省
卒
」
と
い
う
言
葉
で
散
見
す
る
。
こ
の
「
省

卒
」
に
劃
す
る
食
糧
支
給
の
質
態
を
伺
わ
せ
る
簡
が
あ
る
。

居
延
新
簡
の

E
P
T
四

・
四
八
凶
倒
簡
に
は

始
建
園
二
年
十
月
葵
巴
朔
乙
卯
、
城
倉
丞
口
移
甲
溝
侯
官
令
史
、
都
卒
周
仁
等
耐
一
人
省
作
府
、
以
府

記
痩
城
倉
用
粟
百
分
六
石
、
令
史
口
日
、
卒
鴻
喜
等
十
四
人
、
鹿
五
月
壷
八
月
、
皆
遁
不
嘗
口

(A) 

居
延
倉
丞

尉
史
崇
護
行
事
口
口

十
月
戊
午
卒
同
以
来

(B) 

と
あ
り
、

居
延
城
倉
の
丞
(
名
は
不
明
)
か
ら
甲
溝
候
官
令
史
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
下
達
文
書
簡
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば

候
官
所
属
の
卒



で
あ
る
周
仁
等
柑
↓
人
は
、
居
延
都
尉
府
に
省
卒
と
し
て
赴
い
て
作
業
に
従
事
し
て
お
り
、
都
尉
府
か
ら
の
記
に
よ
っ
て
彼
等
は
居
延
城
倉
か

ら
合
計
百
品
川
六
石
の
莱
を
支
給
さ
れ
た
。
し
か
し
、
(
城
倉
の
〉
令
史
が
言
う
に
は
、
卒
の
鴻
喜
等
十
四
人
は
五
月
よ
り
八
月
末
ま
で
の
食
糧

を
受
け
取
り
な
が
ら
、

(
作
業
に
従
事
せ
ず
:
;
:
云
々
)
と
あ
る
。
倒
面
は
か
な
り
荒
れ
て
い
る
が
、
封
泥
の
印
文
と
本
文
書
の
受
け
取
り
日

時
が
記
さ
れ
、
甲
溝
候
官
の
尉
史
の
崇
が
文
書
を
聞
い
て
慮
理
し
た
と
い
う

ω面
と
は
別
筆
の
記
載
が
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
省
卒
と
し
て
涯
遁

さ
れ
た
卒
の
鴻
喜
等
十
四
人
の
仕
事
振
り
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
、
食
糧
の
支
給
を
都
尉
府
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
た
居
延
城
倉
か
ら
、
源
問
喜
等

十
四
人
分
の
消
費
穀
物
の
返
済
を
甲
溝
侯
官
に
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
車
な
る
作
業
怠
慢
に
閲
す
る
ク
レ
ー
ム
な
ら
ば
、
省
作
地
の

都
尉
府
か
ら
文
書
が
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
居
延
域
倉
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
貼
が
そ
う
思
わ
せ
る
。
文
末
の
切
れ
て
い
る
部
分

は
「
皆
遣
は
す
も
、
口
〈
作
業
内
容
)
に
嘗
ら
ず
」
と
讃
ん
で
み
た
。

こ
こ
に
は
省
卒
の
期
間
や
人
数
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
甲
車
持
候
官
所
属
の
卒
が
省
作
地
の
都
尉
府
か
ら
の
記
に
よ
っ
て
、
居
延
城
倉
か
ら
食

糧
支
給
を
受
け
た
事
賓
が
見
ら
れ
興
味
深
い
。
省
卒
に
は
食
糧
が
支
給
さ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
官
署
か
ら
の
支
給
命
令
が
必
要
で
、
そ
れ

(
m
)
 

を
承
け
て
倉
官
が
支
給
に
嘗
る
の
で
あ
っ
た
。
省
作
の
場
所
も
甲
渠
侯
官
管
内
と
は
限
ら
ず
、
居
延
都
尉
府
や
他
の
候
官
で
あ
っ
た
り
と
多
方

面
に
及
ん
で
い
る
。
候
官
で
は
そ
の
時
々
の
命
令
に
麿
じ
て
、
省
作
に
従
事
す
る
成
卒
集
圏
を
編
成
し
作
地
に
涯
遣
す
る
。
そ
の
集
圏
は

第
十
七
候
長
語
、
迭
省
卒
詣
官
、
五
月
己
丑
蚤
食
入
四
人

(

日

)

と
い
う
詣
官
簿
に
見
ら
れ
る
如
く
、
候
長
陵
長
ク
ラ
ス
の
吏
に
率
い
ら
れ
て
、

- 41ー

二
五
四
・
一
五

一
定
期
間
の
作
業
に
従
事
し
た
よ
う
で
あ
る
。
城
倉
で
五
月
か

ら
八
月
ま
で
の
食
糧
支
給
を
受
け
た
と
い
う
期
間
の
長
さ
、

四
十
一
人
と
い
う
半
端
な
人
数
な
ど
は
、

ま
さ
に
「
嘗
食
者
案
」
の
成
卒
の
記
載

と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。(4) 

「
嘗
食
者
」
と
い
う
用
語

473 

次
に
、
表
題
と
な
っ
て
い
る
「
嘗
食
者
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
語
句
は
、
衣
の
居
延
新
筒
E
P
F
一
=
一
・
四
六
二
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ω倒
簡
に
も
見
ら
れ
る
。

建
武
四
年
口
口
壬
子
朔
壬
申
、
守
張
披
(
四
字
分
飲
損
〉
瞬
、

丞
崇
、
調
域
倉
・
居
延

・
甲
渠

・品川
井
・
珍
北
、
言
、
吏
嘗
食
者
先
得
三

月
食
調
給

有
害
、
震
調
如
牒
、
書
到
付
受
輿
校
計
同
月
出
入
罪
令
謬
、
如
律
令

擦
陽
・
守
層
恭
・
書
佐
参

(A) (B) 

こ
の
簡
は
建
武
四
年
朔
日
の
干
支
か
ら
考
え
て
二
月
の
一

一
一
日
に
居
延
都
尉
府
か
ら
、
管
下
の
城
倉
や
居
延
な
ど
四
侯
官
に
射
し
て
出
さ
れ

た
下
達
文
書
で
あ
る
。
一
行
自
の
四
字
分
の
依
損
は
、
剣
讃
で
き
る
「
瞭
」
と
い
う
文
字
と
そ
れ
に
績
く
「
丞
の
崇
」
と
い
う
人
名
か
ら
、

「
居
延
都
尉
」
と
補
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
城
倉
は
居
延
都
尉
府
の
倉
で
、
倉
長
が
置
か
れ
て
い
た
官
署
で
あ
る
。
居
延
都
尉
管
轄
下
の
四
候

官
に
加
え
て
城
倉
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
の
如
く
こ
の
命
令
が
穀
物
の
支
給
に
関
係
す
る
た
め
で
あ
る
。
命
令
の
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
「
吏
の
蛍
に
食
す
べ
き
者
」
は
、
他
の
官
吏
に
先
立
ち
て
三
月
の
糧
食
の
支
給
を
得
る
と
の
命
令
書
が
あ
る
の
で
、
牒
に

記
さ
れ
て
い
る
如
く
支
給
せ
よ
。
こ
の
命
令
書
が
到
っ
た
な
ら
ば
、
穀
物
の
出
入
は
三
月
の
出
納
と
共
に
集
計
し
誤
り
が
無
い
よ
う
に
せ
よ
、

(ロ)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裏
面
に
は
橡

・
守
層
・
書
佐
と
い
う
下
級
官
吏
三
名
の
署
名
が
あ
り
、
こ
の
組
合
わ
せ
は
都
尉
府
か
ら
の
文
書
に
よ
く

- 42ー

見
ら
れ
る
も
の
で
、
こ
の
黙
か
ら
も
冒
頭
の
瑳
令
官
署
の
依
損
が
居
延
都
尉
府
で
あ
る
こ
と
の
裏
附
け
と
も
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、

「
吏
嘗
食
者
」
は
、
命
令
の
内
容
か
ら
考
え
れ
ば
二
月
の
下
旬
に
お
い
て
、
先
に
三
月
の
糧
食
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
遁

常
、
糧
食
の
支
給
は
前
月
の
末
に
行
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
二
月
一
一
一
日
と
い
う
日
附
に
は
意
味
が
あ
る
。
責
務
上
か
ら
言
え
ば
、

月
末
の
糧
食
支
給
期
の
少
し
前
に
あ
た
る
一
一
一
日
と
い
う
時
期
は
、
通
常
支
給
日
よ
り
早
く
「
吏
嘗
食
者
」
に
糧
食
の
支
給
を
行
う
た
め
に
、

寅
務
上
の
時
間
的
な
飴
裕
が
見
込
ま
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

で
は
、

他
の
官
吏
と
匡
別
さ
れ
た
「
吏
嘗
食
者
」
と
は
ど
の
よ
う
な
官
吏
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
睡
虎
地
の
『
秦
律
十
八
種
』
に
、
決
の
よ
う

な

「
倉
律
」
が
あ
る。



直
者
、
都
官
吏
、
都
官
人
有
事
上
魚
崎
柑
、
令
豚
貸
之
、
開
移
其
菓
鯨
、

一果
豚
以
減
其
一
果
。
己
菓
者
、
移
居
豚
責
之
。
倉

倉
律
一
一
一
一
に
よ
れ
ば
、
宣
者
、
都
官
吏
及
び
公
用
で
督
、途
な
ど
の
任
に
つ
い
た
者
の
食
糧
支
給
は
、
到
る
所
の
聴
が
彼
等
の
本
来
所
属
す

る
所
の
鯨
に
代
わ
っ
て
、
立
て
替
え
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
穀
物
の
立
て
替
え
分
の
精
算
は
、
支
給
し
た
鯨

(

日

〉

か
ら
本
来
所
属
す
る
所
の
鯨
に
劃
し
て
文
書
で
逼
知
し
、
改
め
て
消
費
分
が
移
迭
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
公
用
出
張
の
官
吏
に
劃
す
る
規
定
は
、
漢
代
で
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
官
吏
は
そ
の
所
属
署
に
お
い
て
食
糧
の
支
給

を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
公
用
出
張
の
た
め
に
本
署
を
離
れ
た
場
合
に
は
、
公
用
に
従
事
す
る
限
り
他
署
に
お
い
て
食
糧
の
支
給
を
受

け
る
資
格
が
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

公
用
出
張
の
官
吏
は
、

他
署
に
本
来
所
属
す
る
官
吏
と
は
匡
別
さ

れ
、
そ
の
地
で
食
を
支
給
さ
れ
る
資
格
を
持
つ
者

(
H吏
の
蛍
に
食
す
べ
き
者
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
ら
ば
、

省

作
に
赴
い
て
い
る
卒
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
嘗
に
食
す
べ
き
者
」
と
い
う
言
い
方
は
十
分
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
先
述
の
如

く
、
省
卒
は
省
作
地
に
お
い
て
食
糧
の
支
給
を
受
け
る
。
そ
の
際
に
は
し
か
る
べ
き
官
署
か
ら
省
作
地
に
お
け
る
食
糧
支
給
の
命
令
書
が
出
さ

〈

M
〉

れ
、
そ
の
書
に
は
省
卒
者
名
や
期
聞
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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そ
れ
は
「
令
鯨
貸
之
、
嗣
移
其
一
果
瞬
、
一
果
勝
以
滅
其
一
果
。
」
と
い
う
立
て
替

え
分
の
精
算
に
閲
す
る
規
定
で
あ
る
。
公
用
出
張
の
官
吏
に
射
す
る
食
糧
支
給
の
立
て
替
え
分
は
、
後
に
そ
の
官
吏
の
所
属
蘇
に
よ

っ
て
埋
め

合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
て
替
え
を
行
っ
た
鯨
で
は
牒
全
瞳
の
穀
物
の
牧
支
と
は
別
に
、
立
て
替
え
分
に
つ
い
て
は
別
記
す
る
必
要

倉
律
一
一
一
一
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
侵
設
で
は
あ
る
が
、
居
延
奮
簡
の
帳
簿
表
題
簡

二
二
六

・
四
八
に

-
呑
遠
倉
建
昭
三
年
二
月
嘗
食
案
及
穀
出
入
簿

と
並
記
さ
れ
る
例
は
、
呑
遠
倉
と
し
て
の
通
常
の
穀
物
の
牧
支
を
記
し
た
帳
簿
と
、
後
に
省
卒
へ
の
立
て
替
え
分
と
し
て
精
算
さ
れ
る
べ
き
分

と
を
匡
別
し
て
記
し
、
現
物
量
が
帳
簿
上
の
数
字
よ
り
減
と
な
っ
て
い
て
も
牧
支
が
合
う
こ
と
を
報
告
す
る
た
め
の
措
置
で
は
な
い
だ
ろ
う

475 

か。

二
種
類
の
帳
簿
が
並
記
さ
れ
て
表
題
に
表
わ
れ
る
こ
と
を
、
帳
簿
相
互
の
闘
連
に
よ
っ
て
現
物
量
と
牧
支
を

一
致
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
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考
え
た
い
。
そ
し
て
、

三
十
井
侯
官
作
成
の

「嘗
食
者
案
」
が
甲
渠
侯
官
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
、
こ
の
加
書
を
難
解
に
さ
せ
て
い
る
黙
に
つ

い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
甲
渠
候
官
所
属
の
成
卒
が
三
十
井
侯
官
へ
省
作
に
赴
き
、

三
十
弁
侯
官
で
は
自
己
管
理
下
の
穀
物
に
よ
っ

て
省
卒
に
食
糧
を
支
給
し
た
。
秦
律
十
八
種
倉
律
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
三
十
井
候
官
で
は
諌
め
省
卒
用
の
穀
物
搬
入
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
嘗

食
者
案
を
甲
渠
候
官
ヘ
迭
っ
て
立
て
替
え
分
の
清
算
を
求
め
る
必
要
は
な
か
?
た
。
し
か
し
、
こ
の
嘗
食
者
案
の
記
載
事
項
に
誤
り
が
あ
る
た

め
に
、
三
十
井
候
官
で
の
穀
物
牧
支
が
合
わ
ず
、
省
卒
を
涯
遣
し
た
甲
渠
候
官
の
穀
出
入
簿
と
照
合
す
る
た
め
に
、
こ
の
嘗
食
者
案
を
臨
時
に

(
t
u
)
 

送
付
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

「首
食
者
案
L

に
つ
い
て
の
私
な
り
の
理
解
を
述
べ
て
み
た
。
従
来
ま
で
の
考
え
で
は
、

「嘗
食
者
案
」
は
食
糧
支
給
の
た
め
の
支

出
量
を
記
し
た
原
案
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
「
嘗
食
者
案
」
は
食
糧
支
給
の
原
案
的
な

も
の
で
は
な
く
、
支
給
後
に
作
成
さ
れ
た
出
納
記
録
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
?
た
。
こ
れ
は
「
案
」
の
位
置
附
け
に
お
い
て
、
物
事
が
震

さ
れ
る
前
に
作
成
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
事
後
に
そ
の
結
果
を
記
鋒
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
が

一
轄
し
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
は
「
案
」
そ
の
も
の
の
語
が
-
意
味
す
る
所
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
節
を
改
め
て
他
の
用
例
を
引
き
な
が
ら
、

更
に

「案
」
の
持
つ
語
義
の
検
討
を
積
け
た
い
。

「
卒
物
故
案
」
と
「
功
努
案
」

漢
簡
で
は

「蛍
食
者
案
」
の
他
に
表
題
に
見
え
る
案
と
し
て、

神
田
町
二
年
七
月

(以
下
歓
損
〉

卒
物
故
案

一
編

E
P
T
五
六
・
二
七

の
よ
う
に

「
卒
物
故
案
」

が
わ
ず
か
に

一
例
あ
り
、

「
功
務
案
」
と
記
さ
れ
た



居
延
甲
渠
侯
史
公
乗
貫
通

五
鳳
四
年
功
第
案

E
P
T
五
三
・
二
二

(

v

m

)

 

と
い
う
書
式
の
も
の
が
合
計
六
例
が
あ
る
。
「
卒
物
故
案
」
の
例
は
「
一
編
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
案
に
附
け
ら
れ
た
迭
り
肢
の
断
片
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
例
は
極
め
て
少
な
い
。

「
功
第
案
」
は
雨
行
の
表
題
街
で
あ
る
が
、

(

口

)

ま
ず
、
卒
の
物
故
と
は
、
成
卒
の
死
亡
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
漢
衡
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
卒
物
故
案
」
と
は
従
来
ま
で
の

「
案
」
の
解
揮
で
は
、
成
卒
の
死
亡
議
定
者
の
リ
ス
ト
の
如
く
解
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
常
識
的
に
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
冨
谷

氏
は
先
の
論
考
の
中
で
、
こ
の
案
を
「
成
卒
の
死
亡
リ
ス
ト
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
官
給
品
の
算
定
書
」
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
成
卒
が
死
亡

(
凶
〉

す
る
と
埋
葬
の
用
意
や
遺
品
の
整
理
な
ど
様
々
な
措
置
が
と
ら
れ
る
が
、
同
時
に
配
属
の
時
に
官
か
ら
支
給
さ
れ
た
被
服
や
兵
器
の
回
牧
も
行

わ
れ
る
。
成
卒
の
死
亡
に
伴
う
措
置
を
い
ま
少
し
具
瞳
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。
死
亡
事
態
が
生
じ
る
と
、
所
属
の
陵
長
ま
た
は
侯
長
は
死
亡
報

始
建
園
天
鳳
二
年
二
月
戊
辰
朔
戊
寅
、
第
十
表
候
長
良
敢
言
之
、
謹
移
民
卒
病
死
霊
書
・
努
行
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告
を
上
申
す
る
。
病
死
な
ら
ば

衣
物
券
如
牒
、
教
言
之

と
い
う
よ
う
に
「
成
卒
病
死
霊
書
」
と
、
恐
ら
く
は
民
卒
の
所
持
品
に
つ
い
て
の
報
告
が
候
官
へ
提
出
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
そ
の
際
の
、途

り
肢
で
あ
る
。
こ
の
報
告
に
基
づ
い
て
候
官
で
は
物
故
者
の
名
籍
を
作
成
し
、
以
後
の
官
給
品
の
回
牧
な
ど
の
事
務
に
利
用
し
た
。

-
甲
渠
候
官
五
鳳
四
年
民
卒
定
罷
物
故
名
籍

E
P
T
四
八
・
ご
三
ハ

E
P
T
五
三
・
三
七

こ
れ
は
そ
の
例
と
な
る
名
籍
の
表
題
簡
で
あ
る
が
、
文
中
に
「
定
罷
」
と
あ
る
の
は
、
罷
卒
つ
ま
り
兵
役
の
年
期
が
終
了
し
て
郷
里
に
鯖
還

す
る
者
た
ち
と
解
揮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
罷
卒
に
開
し
で
も
兵
役
が
解
か
れ
れ
ば
官
給
品
で
あ
る
所
の
被
服
や
兵
器
の
回
牧
が

必
要
と
な
り
、
事
務
手
積
き
上
は
、
物
故
者
と
同
様
な
措
置
を
取
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

E
P
T
五
六

・
一
一

六
と

E
P
T
五
六
・一

477 

一
五
は
前
後
に
加
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
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民
卒
行
道
居
署
物
故
兵
、
部
各
有
数
、
撤
到
尉
士
吏

晦
日
卒
E
一
須
集
移
府
、
迫
卒
罷
白
促
努
失
期
、
如
律

文
意
:
:
:
(
罷
卒
や
)
外
出
ま
た
は
勤
務
地
に
お
い
て
物
故
し
た
る
民
卒
の
兵
器
が
各
部
に
は
相
嘗
数
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
撤
を
受
け

取
っ
た
な
ら
ば
塞
尉
・
士
吏
は
今
月
の
晦
ま
で
に
そ
れ
ら
を
集
め
て
府
に
捻
る
よ
う
に
せ
よ
。
民
卒
交
代
の
期
日
が
迫
っ
て
い
る
の
で
遅

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
、
律
令
の
規
定
の
如
く
行
え
。

と
、
物
故
卒
並
び
に
「
迫
卒
罷
日
」
の
語
句
か
ら
罷
卒
を
も
含
ん
だ
、
兵
器
回
牧
に
つ
い
て
の
命
令
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
居
延
奮
簡
に

t土

(
上
部
鉄
損
〉
燕
山
夫
病
死
、
二
月
丙
申
壷
壬
寅
積
七
日
食

還
入

A 
8 

二
七
一
・
二
三

園
版
三

O
五

官
が
支
給
穀
物
の
還
入
を
巌
格
に
賓
行
し
た
こ
と
を
示
す
簡
も
あ
る
。

「
衣
服
・
兵
器
の
算
定
書
」
と
死
後
の
物
品
目
牧
作
業
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
書
式
や
記
載
事
項
は
、
成
卒
名
と
共
に
嘗
人
が
所
持
し

て
い
た
官
給
品
の
リ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
永
田
氏
の
分
類
で
は

E
ロ

a
b
に
あ
た
る
「
卒
被
兵
簿
」
「
成
卒
被
簿
」
の
簿
録
と
酷
似

(

山

口

)

す
る
も
の
と
な
る
。
「
卒
物
故
案
」
に
つ
い
て
は
、
卒
の
物
故
に
伴
う
官
給
品
の
回
牧
に
関
係
し
た
も
の
と
い
う
富
谷
氏
の
考
え
に
従
い
た
い
。

成
卒
の
死
亡
日
に
ま
で
遡
っ
て
、

冨
谷
氏
の
説
く
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と
い
う
よ
う
な

た
だ
、
前
述
の
如
く
罷
卒
に
も
物
故
卒
と
同
様
な
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
「
卒
物
故
案
」
の
存
在
を
誼
明
す
る
唯
一
の
簡
が
、
上
部

お
よ
そ
四
セ
ン
チ
の
み
を
残
す
迭
り
肢
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
案
の
名
稽
が
皐
に
「
卒
物
故
案
」
で
は
な
く
、

「
罷
卒
物
故
案
」
と

あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
考
え
を
私
見
と
し
て
附
け
加
え
た
い
。

「功鉱
労案
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
近
年
、
功
第
を
記
し
た
漢
簡
を
利
用
し
て
漢
代
の
功
第
を
述
べ
た
論
考
が
績
い
て
い
る
。
功
と

務
の
関
係
や
功
務
に
よ
る
昇
進
の
シ
ス
テ
ム
を
述
べ
た
も
の
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
利
用
す
る
功
第
簡
が
功
務
評
債
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
ど
の

(

却

)

位
置
に
あ
る
も
の
な
の
か
ま
で
検
討
し
た
研
究
は
少
な
い
よ
う
に
思
う
。
多
く
の
研
究
に
利
用
さ
れ
て
き
た

女
に
、肩

水
候
官
並
山
陵
長
公
乗
司
馬
成
、
中
第
二
歳
入
月
十
四
日
、
能
書
舎
計
治
官
民
頗
知
律
令
、

武
、
年
知
二
歳
、
長
七
尺
五
寸
、
解
得
成



漢
里
、
去
官
六
百
里

一
三
・
七

と
い
う
よ
う
な
所
謂
功
第
僚
が
、
果
た
し
て
「
功
第
案
」
な
の
か
、
詰
め
ら
れ
る
所
ま
で
述
べ
て
み
た
い
。

ま
ず
自
己
申
告
を
行
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
嘗
然
な
が
ら
自
己
申
告
の
功
労
に
封
し
て
官
側
か
ら
審
査
ま
た
は
確
認

功
第
の
シ
ス
テ
ム
は
、

が
な
さ
れ
、
そ
の
後
に
認
定
さ
れ
た
分
の
功
第
の
み
が
官
簿
に
轄
記
さ
れ
て
考
課
の
封
象
と
な
る
。
功
第
の
自
己
申
告
に
つ
い
て
は

始
建
園
五
年
九
月
丙
午
朔
乙
亥
、
第
二
十
三
陸
長
宏
敢
言
之
、
謹
移
所
自
占

(

幻

〉

と
い
う
迭
り
肢
が
存
在
す
る
の
み
で
、
こ
の
名
籍
に
一
該
嘗
す
る
簡
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
提
出
さ
れ
た
自
占
の
功
第
に
劃
し
て
、
官
側
の
校

書
功
労
墨
賂
名
籍

一
編
、
敢
言
之

E
P
T
五
・
一

闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
下
部
が
絞
損
し
た
衣
の
よ
う
な
簡

長
李
利
口
元
二
年
功
第
三
歳
九
月
一
日
、
校
利
功
口
口
口

五
三
・
一
六

圃
版
二
六

- 47ー

か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
こ
の
後
に
位
置
附
け
ら
れ
る
簡
が
、
前
述
の
所
謂
功
努
簡
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
功
第
案
」
の
表
題
簡
の
中
に
は
、

E
P
T
五
三
・
二
二
簡
に

居
延
甲
渠
候
史
公
乗
買
逼

五
鳳
四
年
功
労
案

と
記
さ
れ
た
完
全
な
簡
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
筆
と
考
え
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
下
部
が
依
損
し
た

E
P
T
五
六
・
九
九
簡
も
存
在
す
る
。

居
延
甲
渠
候
史
公
乗
貫
通
、
中
功
一
第
一
歳
九
月
白
日

こ
の
二
簡
は
出
土
し
た
ト
レ
ン
チ
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
残
念
な
が
ら
直
接
劃
麿
す
る
と
言
い
切
る
に
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
今
後
一
つ
の

(

辺

)

考
慮
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
富
谷
氏
は
「
功
労
案
」
に
つ
い
て
、
「
自
占
書
功
労
名
籍
に
基
づ
き
候
官
に
お
い
て
な
さ
れ
た
功
労
の
積
算
評

定
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
積
算
評
定
な
ら
ば
そ
の
書
式
は
所
謂
功
努
簡
に
似
た
も
の
と
な
ろ
う
。

「
功
労
案
」
の
表
題
に
は
年
競
が
記
さ
れ
て
い
る
。
先
の
例
に
は
五
鳳
四
年
と
あ
る
が
、
こ
の
年
競
を
そ
の
年
一
年
聞
を
表
わ
す
と

479 

さ
て
、
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見
る
か
、
考
選
が
行
わ
れ
た
年
を
記
し
た
も
の
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、

「
功
第
案
」
の
記
載
内
容
は
大
幅
に
襲
わ
っ
て
く
る
。
敦
埋
漢
簡
の
中

に
、
贋
漢
隠
に
比
定
さ
れ
る

T
U
a
か
ら
出
土
し
た
次
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

敦
徳
歩
贋
尉
曲
卒
望
塞
有
秩
侯
長
敦
徳

亭
開
田
東
武
里
五
土
王
参
秩
庶
土

新
始
建
園
地
皇
上
戊
元
年
十
月
乙
未
漣
量
二
年
九
月

五
十
五
以
令
二
日
嘗
三
日
増
勢
百
黍
十
表

晦
積
三
百
六
十
日
除
月
小
五
日
定
三
百

日
宇
日
篤
五
月
二
十
黍
日
半
日

T
E
a
3
(
C
H
五
九
二
、
簿
書
四
二
)

有
秩
候
長
王
参
の
第
を
、

こ
の
簡
は
王
奔
時
代
の
特
徴
が
語
句
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
な
も
の
で
、

(

お

)

五
割
り
増
し
に
認
定
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
式
は
上
段
に
王
参
の
官
職
、

「
北
港
契
令
第
四
」
に
基
づ
い
て
卒
望
候
官
所
属
の

秩

本
籍
、

慢
が
記
さ

れ
、
中
段
以
下
に
増
第
の
記
載
が
あ
る
。
所
謂
功
努
簡
と
は
記
載
事
項
に
遣
い
が
あ
る
が
、
編
綴
さ
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
紐
掛
け
用
の
徐
白
も

し
司
か
り
と
あ
り
、

上
申
文
言
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
占
書
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
何
よ
り
注
目
し
た
い
黙
は
、
候
長
王
参
の

日
迩
に
閲
す
る
努
の
認
定
期
聞
が
、
地
皇
上
戊
元
年
十
月
乙
未
か
ら
翌
二
年
の
九
月
晦
ま
で
の
丸
一
年
間
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
年
度
毎
に
認
定
を
受
け
た
第
は
、

そ
の
都
度
官
側
で
記
録
さ
れ
選
考
の
年
ま
で
保
管
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
謹
と
な
り
、
こ
の
簡
は
王
参
な

- 48ー

る
人
物
の
単
年
度
の
功
第
に
闘
す
る
公
式
記
録
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

せ
ば
、
こ
の
敦
煙
筒
は
「
功
勢
案
」
の
簿
録
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
功
鉱
労
案
」
の
年
読
が
慢
に
単
年
度
を
表
わ
す
も
の
と
見
な

文
書
簡
に
見
ら
れ
る

「案
」

案
は
表
題
筒
ば
か
り
で
な
く
、
上
級
官
署
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
劃
す
る
報
告
文
書
に
は
、

と
い
う
意
味
の
動
詞
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
下
達
文
書
の
末
尾
の
命
令
事
項
を
記
し
た
箇
所
に
は
、

「謹
ん
で
案
ず
る
に
」
と
書
か
れ
て
、
調
べ
る

河
卒
元
年
八
月
戊
辰
朔
戊
子
、
居
延
都
尉
誼
、
丞
直
、
謂
居
延
甲
渠
郭
候
、
箕
山
陵
長
鴻
利
不
在
署
、
第

十
一
隆
卒
高
青
不
候
、
移
書
験
問
案
致
言
、
舎
月
十
八
日
、
書
以
月
十
九
日
食
座
到
。
案
甲
渠
候

E
P
T
五一

-
一
八
九

ω



操
臨
・
卒
史
卒
・
助
府
佐
嘉

(B) 

文
意
:
:
:
河
卒
元
年
八
月
二
十
一
日
、
居
延
都
尉
の
誼
、
丞
の
直
よ
り
居
延
甲
渠
郭
候
に
謂
う
。
(
甲
渠
候
官
所
属
の
)
箕
山
隠
長
の
鴻

利
は
署
に
在
ら
ず
、
第
十
一
隆
卒
の
高
育
は
候
望
せ
ず
と
い
う
。
〈
先
に
府
よ
り
)
書
を
移
し
て
、
験
問
案
致
し
て
(
そ
の
賓
情
を
)
今

月
十
八
日
ま
で
に
報
告
せ
よ
と
〈
停
え
て
あ
る
が
)
、
(
甲
渠
候
よ
り
の
〉
書
は
今
月
十
九
日
の
食
座
に
到
れ
り
。
案
ず
る
に
、

甲
渠
候

は

と
あ
る
。
文
中
の
「
験
問
案
致
」
と
は
ま
さ
に
案
験
に
相
嘗
す
る
語
句
で
、
文
献
と
一
致
す
る
案
の
一
般
的
な
使
用
例
と
い
え
よ
う
。

そ
の
中
に
、
案
を
文
書
と
解
し
得
る
よ
う
な
簡
が
見
ら
れ
る
。
居
延
奮
簡
A
お
肩
水
候
官
出
土
の
も
の
に
、

雑
務
閣
、
謹
以
文
理
遁
士
卒
、
努
令
尭
失
職
務
、
稿
令
一
意
、
且
遁
都
吏
循
行
、
廉
察
不
如
護
太
守
府
書
致
、

案

罪

忽

如

律

令

/

擦

憲

・

属

蕎

・

給

事

佐

明

一

0
・
四

O
(圃
版
甲
一

O
O
)

が
あ
る
。
冒
頭
の
三
字
の
意
味
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
出
土
地
が
肩
水
候
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
張
披
太
守
府
か
ら
の
文
書
を
肩
水
都
尉

府
が
停
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

職
務
を
克
失
せ
し
む
る
こ
と
努
か
ら
し
め
、

令
が
意
に
稽
わ
し
め

-49 -

「
謹
ん
で
文
理
を
以
て
士
卒
を
遇
し
、

(

M

)

 

よ
」
と
あ
る
語
句
は
、
漢
簡
で
は
決
ま
り
文
句
で
あ
り
、
具
瞳
的
な
命
令
事
項
に
績
い
て
、
職
務
遂
行
に
あ
た
っ
て
の
心
構
え
の
よ
う
な
文
言

が
記
さ
れ
て
い
る
。
命
令
の
後
半
は
、
「
且
つ
都
吏
を
遣
は
し
て
循
行
せ
し
め
、
太
守
府
の
書
致
を
護
る
が
如
く
に
あ
ら
ざ
る
(
者
)
を
廉
察

し
案
ぜ
し
む
る
こ
と
忽
に
す
る
努
か
れ
、
律
令
の
如
く
せ
よ
」
と
讃
め
る
。

文
中
一
行
目
末
か
ら
二
行
目
冒
頭
の
「
致
案
」
が
讃
み
に
く
い
が
、
こ
の
二
語
を
讃
み
解
く
た
め
に
、
こ
こ
で
「
致
」
に
つ
い
て
燭
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
「
致
」
は
大
庭
僑
先
生
の
研
究
に
よ
っ
て
、
「
出
入
の
致
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
、
「
短
距
離
移
動
者
の
た
め
の
詮
明
」
と

〈

お

〉

(

お

〉

い
う
解
樟
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
康
範
固
に
用
い
ら
れ
た
「
致
」
を
妥
錫
圭
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
居
延
新
簡
な
ど
か
ら
氏

の
読
の
例
詮
を
補
っ
て
み
る
と
、

圏
元
始
二
年
二
月
吏

481 
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卒
一
果
致

と
い
う
、
候
官
で
帳
簿
を
集
計
し
た
際
の
附
け
札
や
、

E
P
T
五
九
・
三
三

Oω

城
倉

超
康
之
印
(
別
筆
〉

第
八

A 
10 

八
八
・
一
四
〈
園
版
三
九
二
)

卒
康
致

と
い
う
、
城
倉
に
宛
て
た
封
検
に
「
康
致
」
が
見
ら
れ
、
更
に
は
、

-
甲
渠
候
官
五
鳳
四
年
、
民
卒
病
不
幸
死
、
用
樺
槙
吊
来
致

と
い
う
、
民
卒
の
病
死
に
伴
う
棺
と
布
類
の
調
達
を
記
し
た
表
題
簡
や
、

二
六
七
・
四

〈
園
版
二
六
九
〉

十

月

壷

十

二

月

、

吏

奉

用

銭

致

十

月

戊

午

、

尉

史

彊

封

と
い
う
、

一一一
カ
月
聞
の
吏
の
奉
銭
に
関
す
る
致
を
候
官
か
ら
護
信
し
た
記
録
も
見
ら
れ
る
。

-
一

事

一
封

E
P
T
五
一
・
三
四

O

前
述
の
「
嘗
食
者
案
」
の
解
揮
の
中
で
、
省
卒
へ
の
食
糧
支
給
に
は
官
署
か
ら
の
文
書
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、
睡
虎

地
秦
簡
の
「
秦
律
十
人
種
」
回
律
の

乗
馬
服
牛
葉
、
週
二
月
弗
菓
、
弗
致
者
、
皆
止、

勿
裏
、
致
。
葉
大
田
而
母
恒
籍
者
、
以
其
致
到
日
菓
之
、
勿
深
致
。

- 50ー

回
律

七
人

の
中
に
あ
る

「其
の
致
の
到
る
日
を
以
て
、
之
に
棄
す
」
の
致
と
漢
簡
の
そ
れ
は
同
様
な
働
き
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
整
理
小
組
の
注
揮
は
、

『
雄
記
』
曲
躍
の
「
田
宅
を
献
ず
る
者
は
書
致
を
操
る
」
を
引
い
て
「
券
」
と
解
穫
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
非
常
に
明
確
な
論
謹

を
興
え
ら
れ
た
の
が
、
籾
山
明
氏
の

「一
劾
歯
筒
臆
初
探
|
漢
簡
形
態
論
の
た
め
に
|」

で
あ
る
。
本
稿
も
氏
の
解
躍
に
し
た
が
っ

て
、

(

幻

〉

は
官
が
管
理
し
て
い
る
倉
ま
た
は
閣
の
物
品
の
支
出
に
も
用
い
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
。

「致
」

し
か
ら
ば
、
一

0
・
四

O
簡
の
冒
頭
に
あ
る

「
閣
」
と
「
致
」
と
を
関
連
さ
せ
て、

「雑
珠
閣
」
は

「諸
々
の
〈
物
品
は
)
閤
よ
り
議
え
」

と
讃
み
、
問
題
の
箇
所
を

「
太
守
府
の
書
及
び
致
」
と
讃
ん
で
、
新
た
に
就
役
し
た
成
卒
の
受
け
入
れ
に
闘
す
る
通
達
と
解
し
て
は
い
か
が
で



あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
案
」
は
、
太
守
府
の
訓
令
に
従
わ
な
い
者
を
案
察
す
る
と
い
う
意
味
で
、
動
調
に
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

次
に
、
甲
渠
第
四
陵
出
土
の
一
枚
を
取
り
上
げ
た
い
。

官
去
府
七
十
里
、
書
一
日
一
夜
嘗
行
百
六
十
里
、
書
積
二
日
少
半
日
乃
到
、
解
何
。
書
到
、
各
推
辞
界
中

必
得
、
事
案
到
如
律
令
言
。
舎
月
廿
六
日
。

不
中
程
百
里
、
罰
金
字
雨
、
過
百
里
至
二
百
里
一
一
問
、
過
二
百
里
二
雨
。

不
中
程
車
一
里
、
奪
吏
主
者
第
各
一
目
、
二
里
奪
令
努
各
一
目
。
、

舎
月
廿
四
日

E
P
S
四
・

T
二
・
八
凶(B) 

こ
の
簡
は
裏
面
に
罰
金
奪
第
の
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
表
裏
で
筆
跡
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
甲
渠
第
四
障
は
第
四
部
候
長
の
治
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
下
達
文
書
は
甲
渠
候
官
か
ら
停
え
ら
れ
た
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
内
容
は
文
書
の
前
宇
部
を
記
し
た
、
こ
の
簡
の
右
に
位
置
す
べ
き
も
の
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、
具
瞳
的
に
は
わ
か
ら

少
半
日
に
し
て
乃
ち
到
る
、
解
は
何
ん
と
す
る
や
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

郵
書
の
遅
延
に
闘
す
る
事
貧
関
係
の
捜
査
を
、

遁
俸
に
あ
た
?
た

，..，..... 51-

な
い
が
、
表
一
行
自
に
「
官
は
府
を
去
る
こ
と
七
十
里
、
書
は
一
日
一
夜
な
ら
ば
嘗
に
百
六
十
里
を
行
く
べ
き
と
こ
ろ
、
書
は
積
む
こ
と
二
日

各
部
に
命
じ
た
文
書
で
あ
る
。
「
書
到
ら
ば
、
各
々
界
中
を
推
辞
し
」
と
あ
る
の
で
、
第
四
部
だ
け
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
甲

渠
候
官
は
こ
の
段
階
で
は
、
ど
の
部
の
管
轄
匿
域
で
ト
ラ
ブ
ル
が
瑳
生
し
た
の
か
を
つ
か
ん
で
い
な
い
。
管
轄
区
域
の
調
査
報
告
は
こ
の
月
の

廿
六
日
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
下
に
ま
た
別
筆
で
「
曾
月
廿
四
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
裏
面
の
罰
金
規
定
を
記
し

た
筆
跡
及
び
墨
色
と
同
じ
も
の
と
確
認
で
き
、
罰
金
の
規
定
も
表
の
郵
書
の
遅
れ
に
関
係
す
る
事
項
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
表
裏
を

関
係
さ
せ
て
、
簡
の
解
揮
を
行
う
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
月
の
廿
六
日
ま
で
に
部
内
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
第
四
部
の
責
任
者
が
、
候

官
か
ら
の
文
書
の
裏
に
関
係
す
る
懲
罰
規
定
を
抜
き
書
き
し
、
廿
六
日
か
ら
逆
算
し
て
部
内
の
報
告
締
切
を
廿
四
日
と
定
め
て
表
に
追
記
し

た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

483 

簡
の
解
穫
は
右
の
通
り
で
あ
る
が

「
案
」
の
関
係
す
る
「
必
得
事
案
到
」
が
難
し
い
箇
所
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

「
事
案
到
ら
ば
」
と
も
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「
案
到
ら
ば
」
と
も
讃
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
漢
簡
の
文
末
に
お
け
る
「
事
」
と
い
う
語
の
用
例
に
、
詔
所
名
捕
を
記
し
た
簡
の
末
尾
に

「
必
得
を
以
て
故
と
震
す
、
詔
所
名
捕
は
重
事
な
り
、
事
の
嘗
に
奏
聞
す
べ
き
あ
ら
ば
、

(
居
延
奮
筒
一
七
九
・
九
、

A

留
む
る
こ
と
母
か
れ
」

(
お
)

そ
の
例
に
倣
っ
て
「
事
案
到
ら
ば
」
と
讃
む
こ
と
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
「
事
案
」
を
文
書
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
命
令
事
項
は
第
四
部
管
轄
内
で
の
郵
童
百
億
達
に
つ
い
て
の
事
貫
報
告
を
求
め
て
い
る
の
で
、
第
四
候
長
の
報

告
作
成
の
手
順
と
し
て
は
、
郵
書
受
け
渡
し
の
日
時
と
携
嘗
者
名
を
調
査
記
録
し
、
律
令
の
規
定
の
如
く
各
人
毎
の
愛
書
を
作
成
し
て
纏
め
上

(

却

)

げ
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
事
案
到
」
は
、
「
(
第
四
部
の
遁
停
関
係
者
か
ら
侯
長
の
手
元
に
)
本
件
の
調
査
記
録
が
届
い
た
な
ら
ば
」

と
解
樺
し
て
、
案
を
各
陵
毎
の
調
査
記
録
の
意
味
と
受
け
取
る
方
が
、
案
の
書
式
上
の
特
徴
に
も
合
致
す
る
こ
と
と
な
る
。
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園
版
八
=
一
〉
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、

四

文
献
に
見
ら
れ
る
「
案
」

は
「
調
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
動
詞
で
あ
っ
た
。

漢
簡
に
見
ら
れ
る
「
案
」
は
い
ず
れ
も
前
節
ま
で
に
述
べ
た
如
く
、
そ
の
記
載
事
項
は
何
ら
か
の
「
記
録
」
と
で
も
稽
す
べ
き
も
の
、

「
嘗
食
者
案
」
は
省
卒
へ
の
穀
物
支
給
の
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
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「
卒
物
故

案
」
は
兵
役
年
限
の
満
了
に
伴
う
成
卒
の
交
代
や
卒
の
死
亡
に
伴
う
官
給
品
の
回
牧
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

未
だ
確
定
で
き
な
い
が
、
功
鉱
労
の
自
占
を
官
側
で
校
閲
し
た
後
の
個
人
毎
の
功
勢
記
録
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、

「
功
第
案
」
は

「
嘗
食
者
案
」
加
に
穀
物
量

節
で
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
承
け
て
、

の
牧
支
を
記
し
た
帳
尻
簡
が
附
け
ら
れ
て
い
る
事
責
は
、
案
が
原
案
・
草
案
の
如
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
如
貫
に
示
し
て
い
る
。
本

「
記
録
」
及
び
「
調
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
動
詞
と
い
う
「
案
」
の
解
揮
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
を

用
い
て
検
謹
し
て
み
た
い
。

史
記
や
漢
章
一
回
の
中
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
「
案
」
の
用
例
は

「
案
験
」

「
案
行
」
な
ど
「
調
査
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
動
詞
で
あ
る
。

名
詞
で
は
、
後
漢
書
巻
八
三
、
梁
鴻
列
俸
に

(
梁
鴻
)
蹄
る
毎
に
、
妻
は
震
に
食
を
具
え
、
敢
え
て
鴻
の
前
に
仰
ぎ
覗
ず
、
案
を
翠
げ
て
眉
に
費
し
く
す
。



と
あ
る
よ
う
に
、
蓋
や
膳
を
指
す
器
物
名
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
後
代
の
注
揮
が
「
文
案
」

う
な
用
例
も
ニ
、
三
指
摘
で
き
る
。
た
だ
、
漢
代
以
後
「
案
」
が
「
案
臆
」
の
意
味
と
し
て
贋
く
一
般
化
し
て
い

ア
た
朕
況
が
あ
り
、

の
注
鐸
の
中
に
は
そ
の
時
代
の
語
義
に
影
響
さ
れ
て
器
物
名
の
「
案
」
を
も
「
文
案
」
「
書
膿
」
と
注
し
た
も
の
も
あ
る
。

「
書
臆
」
熟
し
て
「
案
臆
」
と
解
揮
し
て
い
る
よ

そ
れ
ら

一
例
を
奉
げ
る
な

ら
ば
、
漢
書
巻
七
七
鄭
崇
俸
に
、
京
一
帝
一
の
時
、
出
向
書
僕
射
の
官
に
あ
っ
た
鄭
崇
は
、
京
一
帝
一
が
停
太
后
の
従
弟
停
商
を
封
建
し
よ
う
と
し
た
こ
と

に
劃
し
て
諌
言
し
、

(
鄭
)
崇
、
因
て
詔
書
の
案
を
持
ち
て
起
つ
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
案
に
つ
い
て
、
李
奇
は
詔
書
を
載
せ
る
た
め
の
蓋
と
注
し
た
が
、
唐
の
顔
師
古
は
器
物
と
は
解
さ
ず
、

「
聞
ち
寓
詔
の

文
な
り
」
と
解
し
て
い
る
。
責
治
遁
鑑
で
は
巻
三
四
、
建
卒
四
年
春
正
月
の
僚
に
こ
の
こ
と
を
記
し
、
元
の
胡
三
省
は
、
後
漢
書
巻
一
一
、
劉

玄
俸
の

「
韓
夫
人
酔
い
て
起
ち

常
侍
の
書
案
を
抵
ち
破
る
」

と
い
う
記
事
を
傍
誼
と
し
て

こ
の
案
は
文
案
の
案
で
は
な
い
と
言
い
切
っ
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
注
穫
が
分
か
れ
る
例
は
、
書
膿
を
載
せ
た
器
物
の
名
が
書
臆
そ
の
も
の
の
呼
稽
に
轄
用
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
前
述
の

『
字
統
』
の
解
説
に
よ
っ
て
よ
く
理
解
で
き
る
事
柄
で
、

し
た
が

っ
て
、
検
詮
に
用
い
る
「
案
」
の
例
文
は
、
こ
の
貼
に
留
意
し
て
引
用
す
る

も
の
と
す
る
。

文
案
・
書
臆
の
意
味
で
案
に
注
し
た
例
と
し
て
は
、

ま
ず
後
漢
書
巻
七
七
周
好
俸
に
、

(
周
好
)
威
名
を
以
っ
て
斉
の
相
に
蓬
り
、
亦
頗
る
巌
酷
に
し
て
、
専
ら
刑
法
に
任
ず
、
而
れ
ど
も
善
く
欝
案
候
教
を
漏
り
、
州
内
の
則

と
す
る
所
と
漏
れ
り
。

(
巷
七
七

周
好
俸
〉

と
あ
る
も
の
を
指
摘
で
き
る
。
後
漢
明
一
帝
の
永
卒
年
聞
か
ら
建
初
年
閉
ま
で
の
記
事
で
あ
る
が
、
篠
敬
と
並
列
さ
れ
て
出
て
く
る
僻
案
と
は
何

を
示
す
の
か
。
こ
の
案
に
李
賢
は

「
欝
案
は
猶
今
の
案
膿
な
り
」
と
注
を
附
け
て
い
る
。
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漢
代
の
郡
太
守
や
園
相
は
、

て
い
た
こ
と
は
、
漢
書
の
各
列
俸
の
記
載
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
濁
自
裁
量
を
護
揮
す
る

一
つ
の
手
段
と
し
て
、
守

一
地
方
の
政
治
を
総
裁
す
る
立
場
の
地
位
に
あ
り
、
そ
の
支
配
に
あ
た

っ
て
は
相
嘗
な
濁
自
裁
量
が
認
め
ら
れ
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令
・
守
長
の
選
任
や
傑
教
の
護
布
が
あ
り
、

(ω) 

い
ず
れ
も
盛
ん
に
行
れ
た
。

僚
教
が
民
衆
数
化
の
た
め
の
政
策
的
な
数
令
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
並
記
さ
れ
た
酔
案
と
は
、
周
好
の
得
意
と
す
る
法
的
手
段
と
考
え
る

(
況
)

こ
と
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
。
辞
は
睡
虎
地
秦
簡
の

「封
診
式
」
の
治
獄
、
訊
獄
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
訊
聞
に
お
け
る
供
述
を
指
す
言
葉
で
あ

(
幻

〉

る
。
事
情
聴
取
、
愛
書
作
成
か
ら
断
獄
に
到
る
ま
で
の
技
術
は
、
法
術
官
吏
に
と
っ
て
は
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
表
裏
を

な
す
も
の
が
事
件
の
捜
査
〈
案
験
・
考
案
)
能
力
で
あ
り
、
案
は
こ
の
能
力
を
象
徴
し
た
語
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
欝
案
と
熟
し
た
語
句
は
、

(

お

)

周
好
の
捜
査
裁
判
に
関
す
る
能
力
の
高
さ
を
表
現
し
た
も
の
と
解
し
た
い
。

次
に
、
同
書
巻
六
七
李
腐
俸
を
奉
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

議
事
に
遭
う
に
及
び
、
嘗
て
て
腐
ら
を
考
質
す
。
案
は
三
府
を
経
る
も
、
太
尉
陳
蕃
こ
れ
を
伺
仰
け
て
臼
く、

「今
考
案
す
る
と
こ

ろ
、
皆

海
内
の
人
の
血
管
に
し
て
、
憂
園
の
忠
公
の
臣
な
り
。
此
等
に
は
猶
、
ま
さ
に
十
世
の
宥
あ
り
。
山
一
旦
、
罪
名
章
か
な
ら
ず
し
て
牧
掠
に
致
す

〈
陳
蕃
)
卒
署
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず。

一帝、

愈
怒
り
、
遂
に
腐
ら
を
黄
門
北
寺
の
獄
に
下
す
。

(
巷
六
七
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こ
と
有
ら
ん
や
」
と
。

李
腐
停
)

こ
の
記
事
は
、
資
治
逼
鑑
で
は
巻
五
五
、
桓
一
帝
延
憲
九
年
秋
に
採
録
さ
れ
、
胡
三
省
は

「
案
は
文
案
な
り
、
考
験
を
以
て
義
と
震
す
」
と
注

し
て
い
る。

こ
の
事
件
は

是
秋
、
(
侯
〉
賢
ら
〈
張
)
成
の
弟
子
牢
備
に
敬
し
て
、
上
書
き
せ
し
め
て
日
く
、
「
司
隷
李
腐
、
御
史
中
丞
陳
朔
、
汝
南
花
湧
、
頴
川

杜
密
、
南
陽
山
今
睦
ら
、
相
興
に
結
び
て
築
を
矯
し
、
朝
廷
を
誹
諺
し
、
公
卿
を
迫
脅
し
、
自
ら
相
薦
奉
す
O
i
-
-
」

(
後
漢
紀

巻
二
二
)

と
い
う
中
常
侍
侯
覧
の
旨
を
承
け
た
、
李
腐
を
恨
む
牢
備
な
る
者
の
上
書
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
逮
捕
牧
監
さ
れ
た
者

は
二
百
徐
人
に
も
上

っ
た
と
い
う
。

こ
の
上
書
は
三
公
の
一
人
で
あ
る
太
尉
陳
蕃
に
回
覧
さ
れ
、

そ
こ
で
陳
蕃
が
署
名
を
垣
否
し
た
と
解
し

ハ
川
品
)

そ
れ
で
は
後
漢
書
の
著
者
箔
嘩
が
、
牢
備
の
上
書
を
案
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
、
胡
三
省
は
文
案
と
注
し
た
よ
う
で
あ
る
が



し
か
し
、
案
に
劃
す
る
こ
れ
ま
で
の
漢
筒
か
ら
得
ら
れ
た
、
個
々
に
物
事
の
数
量
な
ど
を
記
録
し
た
書
式
上
の
特
色
か
ら
考
え
る
と
、
文
-
章

で
記
さ
れ
た
上
書
の
加
書
を
同
じ
案
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
疑
問
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
貼
は
、
牢
傍
の
上
書
の
文
中
に
徒
黛
を
な
し
た

主
要
人
物
の
名
が
記
さ
れ
、
逮
捕
牧
監
さ
れ
た
者
は
二
百
徐
人
に
も
上
っ
た
と
い
う
貼
で
あ
る
。

一
般
に
漢
簡
の
瞳
裁
で
は
、
多
く
の
人
名
を

記
す
場
合
に
は
、

一
簡
毎
に
人
名
を
書
き
連
ね
た
牒
が
附
け
ら
れ
、

「
某
々
の
事
は
牒
の
如
し
」
と
い
う
文
句
が
必
ず
書
か
れ
る
。
牢
備
の
上

書
に
お
い
て
も
、

そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
、
こ
れ
は
先
述
の
案
の
書
式
と
類
似
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
活
嘩
は

こ
の
上
書
を
案
と
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
時
間
的
な
推
移
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
黛
鋼
事
件
は
後
漢
の
後
半
に
あ
た
り
、
前
漢
創
建
か
ら
既
に
三
百
年
は
経
過
し
て

い
る
。
李
腐
俸
の
例
に
つ
い
て
は
、
音
南
北
朝
か
ら
次
第
に
培
え
て
く
る
「
文
案
」
を
意
味
す
る
案
の
使
用
が
、
後
漢
後
牢
に
ま
で
遡
れ
る
と

解
四
押
し
た
方
が
、
歴
史
的
な
見
方
と
し
て
よ
り
適
正
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

朕
』
に
は
、

『
世
説
新
語
』
巻
上
、
徳
行
の
劉
孝
標
の
注
に
引
く
『
先
賢
行
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萄
淑
、
字
は
季
和
、
頴
川
頴
陰
人
な
り
。
奪
褐
第
牧
の
中
よ
り
抜
ば
れ
、
執
案
万
筆
の
吏
と
な
り
て
は
、
皆
、
英
彦
震
り
。

と
あ
り
、
や
は
り
後
漢
の
こ
の
時
期
を
記
し
た
記
述
に
「
執
案
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

漢
衡
の
「
嘗
食
者
案
」
加
の
検
討
か
ら
始
ま
っ
て
、

そ
の
穀
物
支
給
シ
ス
テ
ム
の
中
で
の
位
置
附
け
を
試
み
た
結
果
、

「
案
」
に
は
従
来
ま

で
考
え
ら
れ
て
い
た
語
義
で
あ
る
、
原
案
・
草
案
的
な
意
味
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
を
検
謹
す
る
た
め
、

漢
簡
中
の
他
の
表
題
簡
・
文
書
簡
に
見
ら
れ
る
例
、
正
史
に
見
ら
れ
る
「
案
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
私
見
を
述
べ
て
き
た
。

穀
物
支
給
シ
ス
テ
ム
の
中
で
「
嘗
食
者
案
」
が
持
つ
役
割
と
は
、
公
用
で
管
轄
地
域
を
越
え
て
動
く
吏
卒
へ
の
穀
物
支
給
を
管
理
す
る
こ
と

に
あ
り
、
こ
れ
は
漢
の
行
政
責
務
に
お
い
て
も
、
秦
の
倉
律
規
定
が
糧
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
謹
す
る
一
つ
の
例
と
な
る
。
ま
た
、
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「
嘗
食
者



案
」
を
検
討
す
る
過
程
に
お
い
て
、
漢
簡
の
語
句
と
秦
衡
の
語
句
と
の
相
闘
を
「
致
」
の
用
例
の
中
に
再
確
認
で
き
、
更
に
は
今
後
帳
簿
簡
の

理
解
を
進
め
る
上
で
、
籾
山
氏
が
指
摘
さ
れ
た
刻
歯
筒
(
参
緋
券
)
を
、
寅
務
レ
ベ
ル
の
中
に
位
置
附
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
秦
の
制
度
を
縫
承
し
た
漢
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
幾
化
さ
せ
て
ゆ
く
の
か
、
後
漢
書
の
記
述
と
漢
簡
の
用
語
を
封
比
さ
せ
な
が
ら
、

敦
埋
豚
泉
置
漢
簡
や
長
沙
走
馬
楼
の
果
の
帳
簿
簡
を
待
ち
た
い
。
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ま
た
、
前
漢
で
は
「
案
」
を
一
種
の
調
査
記
録
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
検
査
で
き
た
が
、
後
漢
後
牢
頃
か
ら
、
文
案
書

慣
の
意
味
で
使
用
す
る
記
事
が
登
場
し
て
く
る
。
未
だ
こ
の
貼
の
十
分
な
考
誼
は
蔑
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
後
漢
の
こ
の
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど

筒
臆
と
紙
の
併
用
期
に
あ
た
り
、
紙
の
使
用
が
普
及
し
て
く
る
こ
と
と
闘
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
、
筒
慣
と
紙
の
併
周
期
に
見
ら
れ

最
後
に
、

歴
史
の
事
象
を
研
究
す
る
中
で
、

る
制
度
上
の
襲
化
を
探
る
こ
と
は
、
史
料
を
主
に
後
漢
書
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
現
肢
に
お
い
て
必
要
な
覗
貼
と
な
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
は
む
し

po 

あ
る
時
代
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
誼
現
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。

あ
っ
た
こ
と
を
ど
う
位
置
附
け
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い

て
考
え
た
方
が
容
易
で
あ
り
、

ろ

反
謹
も
少
な
い
よ
う
に
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
敢
え
て
そ
の
危
険
を
冒
す
ほ
ど
に
、
私
に
は

「松
田
食
者
案
」
加
の
書
式
が
意
外
で
あ
り
、
帳
簿
の
関
連
を
整
理
す
る
た
め
に
は

必
要
な
試
み
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

寡
見
故
の
恋
一
意
的
な
解
樟
や
憶
測
に
過
ぎ
る
漢
簡
の
解
轄
に
劃
し
て
な
ど
、
大
方
の
御
教
示
を
賜
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註(
1
〉

設
文
解
{
子
木
部
に
は
、

「案
、
ん
属
」
と
あ
り
。

(

2

)

青
書
径
六
二
、
「
賓
客
満
鑑
、
文
案
盈
机
、
遠
近
書
記
日
有
数
千
、

終
日
不
倦
」

(

3

)

三
園
志
奥
書
周
磁
俸
の
註
に
引
く
江
表
俸
に
は
、
「
(
孫
)
権
放
万
研

前
奏
案
回
、
諸
持
吏
敢
復
有
言
嘗
迎
操
者
、
輿
此
案
向
。
」
と
あ
る
。

ま
た
、
本
文
中
に
引
く
後
漢
書
の
劉
玄
俸
の
記
事
も
同
様
の
例
で
あ

v
h
v

。

(
4
〉
白
川
静
『
字
統
』
一
-
一
頁
こ
九
八
四
、
卒
凡
社
)
。
「
案
」
の
項
に

は、

「
も
と
食
盤
用
の
も
の
を
い
う
。
の
ち
机
案
を
い
い
、
案
上
で
取

り
扱
う
事
案
を
い
い
、
そ
の
事
案
を
調
査
し
考
察
す
る
こ
と
を
い
う
。



-
:
:
わ
が
園
で
は
、
草
案
・
原
案
を
案
と
い
う
。
」
と
す
る
。

(

5

)

永
田
英
正
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
(
一
九
八
九
年
、
同
朋
合
〉

三
章
簿
籍
簡
臓
の
諸
様
式
の
分
析
三
五
八
頁
参
照
。

(
6
〉
『
東
方
皐
報
京
都
』
第
六
八
朋
所
牧
(
一
九
九
六
年
、
京
都
)
。

(

7

)

同
氏
前
掲
論
文
の
註
(

ω

)

に
、
考
察
の
針
象
か
ら
除
外
し
た
理
由
を

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
一
連
の
簡
は
、
二
二
六
・
四

九
、
二
八
六
・
七
の
表
題
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
如
き
月
草
位
の
蛍
食
案

で
は
な
く
三
カ
月
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
及
び
何
故
こ
の
嘗
食

案
が
品
川
井
候
官
か
ら
甲
渠
候
官
へ
移
迭
さ
れ
た
の
か
は
っ
き
り
と
し
た

解
答
が
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
で
主
と
し
て
言
及
し
た
の
は
、

月
毎
の
侯
官
内
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
い
ず
れ
に

し
ろ
、
嘗
食
案
に
関
し
て
は
、
今
後
本
文
で
述
べ
た
こ
と
は
修
正
せ
ね

ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
」

(
8
〉
李
均
明
「
漢
筒
所
見
。
行
愛
子
文
書
述
略
」
(
『
秦
漢
簡
贋
論
文
集
』

甘
粛
文
物
考
古
研
究
所
編
、
一
九
八
九
年
、
蘭
州
所
枚
)
に
、
「
定
、

止
也
、
成
也
、
是
指
事
後
的
結
果
而
言
。
」
と
あ
る
。

(

9

)

省
卒
に
つ
い
て
は
、
子
豪
亮
「
居
延
漢
衡
中
的

多省
卒
乙
(
「
文
物
」

一
九
六
三
年
第
二
期
所
牧
〉
が
あ
り
、
近
年
の
李
振
宏
「
漢
筒
。
省

卒
。
考
」
(
「
史
皐
月
刊
」
一
九
九
三
年
第
四
期
所
牧
)
は
、
居
延
新

簡
を
用
い
て
更
に
具
鐙
的
に
子
氏
の
読
を
敷
街
し
て
い
る
。

省
卒
に
関
連
し
て
、
卒
の
作
業
内
容
を
所
属
・
卒
氏
名
の
下
に
記
し

た
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第
二
隠
卒
司
馬
忠
治
盤
八
十

治

撃

八
十

治

墜

八

十

除

土

除

土

口

(
A
8

ニ
七
・
八
園
版
五

O
六
)

の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。
宮
古
「
白
色
円
、
0
0
毛
市
博
士
は
、
そ
の
著
『
河
内
no
丘凹 第

。
町
出
血
ロ
〉
品
目
E
U
R
a
gロ
』
の
中
で
、
冨
り
に
と
し
て
朋
書
を
想
定

さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
博
士
の
推
測
さ
れ
た
日
附
の
記
さ
れ
る
冒
頭
衡

と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
摘
し
た
い
。

目

辛

巳

壬

午

笑

未

甲

申

乙

酉

丙

氏

丁

亥

戊

子

己
丑
庚
寅

(
A
8

二
八
六
・
一
園
版
三

O
O
)

緯
文
は
官
頭
を
「
目
」
の
漢
字
に
諌
む
が
、
こ
れ
は
以
下
に
績
く
舗
の

卒
名
を
記
す
ス
ペ
ー
ス
に
相
蛍
し
、
卒
名
を
記
す
た
め
の
枠
を
示
し
て

い
る
。
干
支
は
作
業
事
項
の
記
載
箇
所
に
一
致
し
て
十
日
分
あ
り
、
博

士
が
作
業
の
休
み
と
考
え
ら
れ
た
空
白
部
分
に
も
、
そ
の
通
り
に
一
日

分
の
干
支
が
あ
て
は
ま
る
。
筆
跡
は
切
れ
の
よ
い
細
筆
で
一
様
に
上
下

に
詰
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
衡
を
、
各
衡
の
上
段
に
個

々
に
異
な
っ
た
卒
の
所
属
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
陵
か
ら
集

め
ら
れ
た
省
卒
の
作
業
を
記
し
た
、
最
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
記
録
と
考

え
て
い
る
。

(
山
山
)
支
給
を
受
け
る
場
所
は
必
ず
し
も
一
所
と
は
限
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
、
各
所
の
備
蓄
量
に
合
わ
せ
て
適
宜
割
り
振
り
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、

載
積
薪
、
卒
五
人
省
作
候
官
、
二
人
受
関
、
二
人
康
廿
三
殴

E
P
T
五
三
・
四
四

と
い
う
衡
か
ら
わ
か
る
。
五
人
が
候
官
で
省
作
し
て
い
る
が
、
そ
の
内

の
二
人
は
候
官
内
の
閣
か
ら
食
糧
を
支
給
さ
れ
、
他
の
二
人
は
第
廿
三

陵
で
支
給
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
簡
は
上
下
完
全
で
あ
る
が
前
後
に
簡

は
ま
だ
績
き
、
残
り
の
一
人
の
支
給
に
つ
い
て
は
後
績
の
衡
に
記
載
が

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
廿
三
陵
に
は
陵
倉
が
置
か
れ
て
お
り
、
第

廿
三
部
の
穀
物
集
積
所
的
機
能
を
縫
っ
て
い
た
。

(
日
〉
永
田
英
正
「
居
延
漢
簡
に
み
え
る
侯
官
に
つ
い
て
の
一
試
論
|
破
城

- 57ー
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子
出
土
の
詣
官
簿
を
中
心
と
し
て

l
」
(『
史
林
』
五
六
巻
五
貌
一
九

七
三
年
)
、
同
氏
前
掲
書
の
第
六
章
居
延
漢
簡
に
み
え
る
候
官
に
つ

い
て
の
一
試
論
を
参
照
。

(
ロ
)
「
付
受
」
と
は
、
居
延
奮
簡
三
九
四
・
四
(
P
9
出
土
園
版
二
一

四
)
に
、四

時
簿
出
付
入
受
不
相
際
、
或
出
総
非
法
、
各
如
牒
、
書
到

と
い
う
例
が
あ
る
よ
う
に
、
「
出
付
入
受
」
を
省
略
し
た
言
い
方
で
あ

り
、
帳
簿
の
校
計
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で

あ
る
。

(
日
)
陸
品
川
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
著
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
一
九
七
八

年

文

物

出
版
社
)
四
六
頁
の
註
樟
及
び
謬
文
に
よ
る
。

(

M

H

)

敦
爆
漢
簡
に
は
、
T
・
X
V
H
a
・
6

({且
秋
殴
に
比
定
さ
れ
る
〉

出
土
の西

部
候
長
治
所
、
謹
移
九
月
卒
徒
及
守
狗
首
康
者
人
名
、
各
如

と
い
う
簡
が
あ
る
。
上
申
文
書
の
一
部
で
迭
り
伏
と
思
わ
れ
る
が
、

「
九
月
の
卒
徒
及
び
守
狗
〈
軍
用
犬
の
世
話
に
従
事
す
る
者
)
で
、
蛍

に
康
す
べ
き
者
の
人
名
リ
ス
ト
を
塗
る
」
と
あ
る
。
「
名
」
と
某
々
の

「名
籍
」
と
は
、
蛍
時
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
以
下

の
牒
に
は
人
名
が
羅
列
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
申
請

を
受
け
て
、
食
糧
支
給
の
命
令
書
が
出
さ
れ
た
と
考
え
る
。
単
に

「名」

の
み
で
表
題
と
な
る
簡
は
、
E
P
T
四
・
四
六
、

E
P
T
四
0
・
七
六

な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

(
日
)
省
卒
の
家
族
に
つ
い
て
の
食
糧
支
給
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
、
居
延
奮
筒

八
九
・
ニ

(
A
8
出
土

圃
版
二
三
二
〉
に
見
え
る
。

尉
史
臨
白
、
故
第
五
陵
卒
司
馬
誼
自
言
、
除
沙
珍
北
、
未
得
去
年

九
月
家
腐
食
、
誼
言
部
以
移
籍
康
、
令
史
田
忠
不
肯
輿
誼
食

簡
の
大
-
意
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
尉
史
臨
が
白
す
に
は
、
放
の
第

五
時
陀
卒
司
馬
誼
が
自
言
す
る
に
は
、
自
分
は
珍
北
候
官
で
除
沙
に
従
事

し
て
い
た
が
、
未
だ
に
去
年
九
月
の
分
の
家
腐
の
食
糧
を
得
て
い
な

い
。
そ
こ
で
誼
は
所
属
の
部
に
申
し
立
て
、
部
で
は
家
腐
の
名
籍
を
移

し
て
康
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
令
史
の
図
忠
は
誼
に
食
糧
を
輿
え
る
こ

と
を
認
め
な
か
っ
た
:
・
。

(
日
山
〉
功
労
案
の
表
題
簡
の
番
抽
仰
を
暴
げ
る
。

一
五
七
・

九
、
二
二
八

・
三

一、

E
P
T
四
・
五
O
、
E
P
T
五
0
・一

九
四
、

E
P
T
五
三

・一

三
九
。

(
げ
)
馬
圏
湾
出
土
簡
に
は
、

穀
気
以
故
多
病
物
故
、
今
受
又
鐙
校
口

(
七
九

・
D
M
、
T
五
・一

一一一

O

一
六
九
園
版
拾
七
)

『
穣
名
』
緯
喪
制
第
二
十
七
に、

「漢
以
来
謂
死
鋳
物
故
」

- 58ー

と
あ
り
、

と
あ
る
。

(
国
)
漢
書
径
一
下
高
帯
紀
下
、
八
年
十
一
月
の
傑
に

令
士
卒
従
軍
死
者
信
用
律
、
鋪
其
師
柄
、
慣
例
給
衣
袋
棺
葬
具

と
あ
り
、
臣
演
の
註
に

「
金
布
令
目
、
不
幸
死
、
死
所
震
棟
、
停
腸
所

居
師
柄
、
賜
以
衣
棺
」
と
あ
る。

(四
〉

同
氏
前

掲

書

第
三
一
章
簿
籍
筒
肢
の
諸
様
式
の
分
析
ハ

「
守
御

器
簿
」
の
類
一
一
一
六
一
頁
参
照
。

(
却
)
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
胡
卒
生
「
居
延
漢
簡
中
的
。功。
興
。努。
」

(
『
文
物
』

一
九
九
五
年
第
四
期
所
牧
〉
、
蒋
非
非
「
漢
代
功
次
制
度
初

探
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
九
七
年
第
一
期
所
牧
〉
、
佐
藤
達
郎
「
漢

代
官
吏
の
考
課
と
昇
進
l
功
次
に
よ
る
昇
進
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
古
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代
文
化
』
四
八
巻
九
挽
、
一
九
九
六
年
)
、
同
氏
「
漢
代
察
掌
制
度
の

位
置
|
特
に
考
課
と
の
関
連
で
|
」
(
『
史
林
』
七
六
巻
六
鋭
、
一
九
九

六
年
)
が
あ
る
。
こ
の
中
で
は
胡
卒
生
氏
の
論
考
が
、
最
も
斬
新
で
漢

衡
に
劃
す
る
理
解
も
深
い
が
、
功
労
案
に
は
縮
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
大
庭
縮
問
先
生
の
『
漢
簡
研
究
』
一
四
二
頁
(
同
朋
合
出
版
一
九
九

二
年
)
第
一
篇
第
六
章
「
建
武
五
年
遜
補
際
」
と
功
労
文
書

第

六

節
功
労
墨
終
名
籍
に
は
、

E
P
T
四
・
八
七
筒
、

E
P
T
二
・
三

O

簡
を
功
労
墨
終
名
籍
の
一
部
と
考
え
る
設
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は

り
飲
字
が
多
く
剣
然
と
し
な
い
。

(
沼
)
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
等
編
『
居
延
新
簡
甲
渠
候
官
上
』
の

地
圏
に
よ
れ
ば
、
ト
レ
ン
チ

T
臼
と
T
民
は
共
に
候
官
遺
構
の
外
に
位

置
す
る
ゴ
ミ
捨
て
場
で
あ
り
、
地
園
で
は
大
括
り
に
し
て
記
さ
れ
て
い

る。

(
お
)
.
北
港
契
令
第
四
候
長
候
史
の
日
迩
及
び
勝
軍
の
吏
の
肱
刀
、
二
日

は
皆
三
日
と
信
用
す
ベ
し
。

(
A
幻

一

0
・
二
八
圏
版
ニ
九
)

(
%
)
告
吏
、
謹
以
文
理
遇
土
卒
乙
病
致
盤
灘
、
加
思
仁
恕
、
務
以
愛

利
、
省
約
信
用
首
乙
号
行
暴
殴
撃
、

E
P
F
二
二
・
二
四
六

九
月
乙
亥
、
涼
州
刺
史
柳
使
、
下
部
郡
大
守
層
圏
農
都
尉
、
承
書

従
事
、
下
蛍
用
者
、
明
察
吏
有
若
能
者
、
勿
用
巌
敬
、
{
目
属

謹
以
文
理
遇
百
姓
、
務
稽
明
詔
、
厚
恩
如
詔
書
/
従
事
史
賀

音

E
P
T
五
四
・
五

と
い
う
簡
も
見
ら
れ
る
。

E
P
F
二
二
・
二
四
六
は
本
文
引
用
例
と
同

様
な
郡
太
守
か
ら
の
下
達
文
書
、

E
P
T
五
四
・
五
は
詔
書
を
承
け
た

涼
州
刺
史
か
ら
の
下
達
文
書
が
俸
淫
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
〉
大
庭
傍
若
前
掲
書
第
二
篇
第
二
章
漢
代
の
符
と
致
第
五
節

致
を
参
照
。

(
お
)
妥
錫
圭
「
漢
簡
零
拾
」
(
『
文
史
』
第
十
二
瞬
、
一
九
八
一
年
所
枚
)

(
幻
)
『
木
簡
研
究
』
第
十
七
貌
所
枚
、
一
九
九
五
年
。
氏
の
論
考
の
第
二

節
出
入
銭
穀
衣
物
簡
で
は
、
物
故
卒
及
び
銭
穀
の
出
入
に
関
す
る
刻

歯
簡
を
丹
念
に
検
分
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
帳
簿
簡
の
研
究
に
は
紋
か

せ
な
い
視
黙
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
の
「
卒
物
故
案
」
の

項
目
で
は
断
定
を
控
え
た
が
、
氏
の
論
考
に
引
用
さ
れ
た
こ

O
六
・
二

三
筒

口
復
抱
一
領
破
蓋
苑
一
白
布
地
情
徐
一
領
白
布
皐
衣
一
領

自
布
巾
一

皐
復
縛
一
一
周
自
草
履
一
一
間
・
右
在
官
白
布
単
位
何
一
一
関

右
在
美
中

と
い
う
衣
服
の
リ
ス
ト
は
、
「
卒
物
故
案
」
の
簿
録
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
た
だ
、
氏
の
指
摘
す
る
刻
歯
筒
(
参
緋
券
〉
は
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
た
の
か
、
つ
ま
り
編
綴
さ
れ
保
管
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
う

い
う
名
稽
が
附
さ
れ
た
の
か
、
私
に
は
未
だ
遁
省
な
表
題
簡
を
見
い
出

せ
な
い
。

(
お
)
匿
界
中
、
書
到
達
都
吏
輿
豚
令
以
下
、
逐
捕
獲
索
部
界
中
、
一験
亡

人
所
隠
匿
慮
、
以
必
得
策
故
、
詔
所
名
捕

重
事
、
事
嘗
奏
聞
努
留
、
如
詔
書
律
令

下
の
「
事
」
の
一
語
は
、
前
文
の
命
令
事
項
を
承
け
て
い
る
と
解
穆
で

き
る
の
で
、
こ
の
簡
に
お
い
て
も
「
事
の
調
べ
が
到
ら
ば
」
と
讃
ん
で

み
た
。

(
却

)
E
P
F
二
二
・
一
二
五

l
一
五
一
ま
で
の
簡
に
「
品
川
井
関
守
丞
匡
の

搬
の
留
還
」
に
関
す
る
一
連
の
文
書
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
験
問

- 59ー



492 

さ
れ
た
各
隊
長
の
愛
蓄
の
中
に
は
侯
長
名
が
連
記
さ
れ
、
各
隊
で
の
徴

の
受
け
渡
し
日
時
な
ど
に
異
常
が
な
く
と
も
報
告
さ
れ
、
部
か
ら
の
初

期
報
告
も
同
様
な
書
式
に
な
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。

(
初
〉
漢
書
径
八
三
に
見
ら
れ
る
醇
宣
や
朱
博
の
太
守
在
職
時
の
政
策
は
、

旗
開
数
を
放
果
的
に
用
い
た
例
で
あ
る
。

守
令
守
長
の

選
任
に
関
し
て

は
、
演
口
重
圏
「
漢
碑
に
見
え
た
る
守
令
・
守
長

・
守
丞
・
守
尉
等
の

官
に
就
い
て
」
(
『
室
田
苑
』
第
七
各
第

一
鋭
、
一
九
四
三
年
、
後
『
秦
漢

陪
唐
史
の
研
究
下
』
一
九
六
六
年
東
京
大
皐
出
版
曾
所
牧
〉
を

参
照
。

(引札)

漢
書
記
官
六
六
、
制
御
弘
俸
に
も
、
僚
数
と
並
記
さ
れ
た
同
様
な
記
述

が
、
「
弘
筋
商
陽
太
守
、
皆
若
治
迩
、
篠
数
法
度
、
震
後
所
述
。
」
と

し
て
見
ら
れ
る
。

(
幻
)
籾
山
明
「
秦
の
裁
剣
制
度
の
復
元
」
(
林
巳
奈
夫
編
『
戟
園
時
代
出

土
文
物
の
研
究
』
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
八
五
年
)
参

昭
…
。
こ
の
論
考
で
は
、
本
稿
で
は
個
別
れ
得
な
い
法
律
用
語
と
し
て
の
案

(
例
え
ば
、
「
覆
案
」
な
ど
〉
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
「
僻
案
」
と
同
様
に
、
一
見
す
る
と
文
書
と
解
せ
る
例
と
し
て
、

「
歪
案
」
が
漢
書
各
九
一
冗
-
帝
紀
「
覆
案
小
罪
、
徴
召
謹
案
」
、
各
六

O

杜
周
俸
「
章
大
者
連
逮
詮
案
数
百
、
小
者
数
十
人
」
、
と
し
て
見
ら
れ

る
が
、
い
ず
れ
も
誼
人
と
し
て
調
べ
る
の
意
で
あ
る
。

(
制
作
)
李
腐
の
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
後
漢
書
、
後
漢
紀
、
資
治
通
鑑
と

も
に
記
述
に
異
同
が
多
く
、
箔
障
の
記
述
の
ど
の
部
分
が
そ
の
基
づ
い

た
史
料
の
原
文
な
の
か
、
剣
別
が
つ
け
に
く
い
。
特
に
後
漢
紀
に
引
用

す
る
牢
備
の
上
書
の
原
文
は
、
通
鑑
の
上
書
の
原
文
と
大
き
く
異
な

る
。
通
鑑
の
引
用
は
、
後
漢
書
同
巻
の
序
文
に
基
つ
い
て
い
る
が
、
世
間

障
は
そ
の
文
を
引
用
文
と
は
し
て
い
な
い
。
後
漢
紀
の
上
書
の
部
分
を

引
用
と
認
定
し
た
こ
と
は
、
校
註
を
行
っ
た
周
天
滋
氏
の
判
断
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
書
の
記
述
に
劃
す
る
信
用
性

は
薄
い
の
で
、
案
の
書
式
を
根
嬢
に
こ
の
「
案
」
を
強
引
に
解
四
拝
す
る

こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
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RESEARCH ON THE OFFICIAL DOCUMENT

ENTITLED ＤＡＮＧＳＨＩＺＨＥ ＡＮ OF Ａ．D. 17

　　

IN THE REIGN OF WANG MANG 王莽：

　　

Ａ FOCUS ON THE MEANING Ｏ￥“ＡＮ”

Ukai Masao

　　

In the documｅｎt　Ｊｗ-ｙａｎ工ｍμ■an(居延新簡), published in 1994, there

are thirteen strips of an official accounts record of grain, together with one

strip that verifies the fact that these thirteen strips were sent. These two

kinds of strips are supposed to be included in one collection of documents,

however, we could not use this particular collection for our study of Han

Wooden Strips because of doubt regarding the relation between the contents

of the collection and the place from which this collection of documents was

ｅχcavated. This was because we regarded the“αが（案）in the title of the

collection of documents as the draft, and the“ｄａｎｇＳｈｉｚhe　ａｎ”（営食者案）

as the supposed quantity of food (i. e.grain) to be rationed。

　　

In my research l eχamined Qin law to determine that the “ｄａｎｇｓh.i

妖♂（常食者) referred to the people who had the right to receive the

rationed food, and that the “ｄａｎｓｓfiiｚhe　ａｎ”（営食者案) referred to the

record for the accounting of the food distributed to the people.　This

examination also provides ａ good indication of the fact that Qin law

continued to permeate the Han bureaucratic system until the end of the

dynasty.

－２－


